
 

 

 
 

令和７年度 

埼玉県新たな地域クラブ活動実証事業 

公募要領 
【提出期限令和７年５月１６日（金曜日）】 

 

新たな地域クラブ活動実証事業は、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年

団、クラブチーム、プロチーム、フィットネスジム、民間事業者、大学や地域の体

育・スポーツ協会、競技団体など多様な団体に事業を委託して、生徒が地域でスポ

ーツに継続して親しめる環境整備を進める際の課題解決に取り組むための実証を行

います。その成果を効率的・効果的に普及することで、地域の実情に応じた生徒の

多様な活動の場と機会を提供できる環境整備を通して、持続可能で誰もがスポーツ

に親しめる地域づくりを図ることを目的としています。 

＜委託＞ 

 新たな地域クラブ活動実証事業として以下の業務を委託します。 

・休日の部活動の段階的な地域移行等の推進に関するモデル実証事業の実施 

・県が開催する地域ミーティングにおけるモデル実証事業の成果・課題等の報告 

・県が作成する国への報告書作成協力 

・地域クラブ活動の在り方や部活動改革の理念について広く周知 

＜採択＞ 

中学生が地域でスポーツに親しめる環境の構築を進める際の様々な課題に取り組

み、地域における運動・スポーツ機会の確保・充実に寄与することが期待される事

業を採択します。 

※各地域でスポーツ環境が異なることから、地域ごとの特性に合わせて、多様な

スポーツ活動や競技種目を提供できる２５団体程度を採択予定（広域的なも

の、多団体と連携して行うものなど） 

  

 埼玉県 

 彩の国 
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令和７年度知地域スポーツクラブ活動体制整備事業について 

この事業は、スポーツ庁の「令和 7 年度地域スポーツクラブ活動体制整

備事業における実証事業」（再委託）を受けて実施します。 

「令和 7 年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業」とは？ 

少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツに継続して親

しむことができる機会を確保するため、「学校部活動及び新たな地域クラブ

活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（令和４年１２月スポーツ

庁・文化庁）を踏まえ、子供たちが地域でスポーツに継続して親しめる環境

整備を進める際の課題解決に取り組むための実証を行い、その成果を効率的・

効果的に全国に普及することで、地域の実情に応じたスポーツ活動の最適化

と体験格差の解消を図ることを趣旨とした事業です。 
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第１章 埼玉県新たな地域クラブ活動実証事業 

１ 委託対象事業 

  新たな地域クラブ活動実証事業として以下の業務を委託する。 

①地域の実情を踏まえ、地域人材の確保や費用負担の在り方、運営団体の確保などの

課題に総合的に取り組むために、休日の部活動の段階的な地域移行等の推進に関す

るモデル実証事業を県内で実施 

②実証事業で得られた関係者間の合意形成の進め方、指導者の確保方策、保護者・自

治体の費用負担の在り方の整理等にかかる知見について、他の地域にも普及させる

ために、県内各地で県が主催する地域ミーティング（情報交換会）に参加し、実証

事業の成果・課題等を報告 

③県が国に提供する報告書作成への協力（アンケート調査・ヒアリング等の実施、資

料の作成・提供など） 

（※ 埼玉県がスポーツ庁へ提出する成果報告書の受託者による利用については、

本受託業務の施策の普及などを目的とし、スポーツ庁からの受託事業の成果で

ある旨を掲載する文中等の適当な箇所に表記した場合に限り可能とします。利

用の際は、県にお問い合わせください。） 

 ④地域クラブ活動の在り方や部活動改革の理念について関係者のみならず、地域の方

へ広く周知 

 

２ 事業の実施期間（委託対象期間） 

契約締結日から令和８年２月２７日（金曜日）まで（単年度事業） 

※経費対象期間は令和８年２月８日（日曜日）まで 

 

３ 応募資格 

１の事業を円滑に実施することができる総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年
団、プロスポーツチーム、スポーツ・体育協会、大学、企業などの法人（法人でない
社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。宗教活動や政治活動を主
たる目的とするもの及び役員等が埼玉県暴力団排除条例（平成23年条例第39号）第２
条に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者であるものを除く。）※ 

※ 法人格を有しない場合、次の条件を満たす団体であること。 

・組織の運営方法などを定めた定款・会則等があること。 

・予算、決算を的確に行っていること。 

・活動内容や会計処理に関する情報が公開されていること。 

 

 

 

令和７年度 埼玉県新たな地域クラブ活動実証事業 公募要領 
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４ 募集枠、事業規模 

⑴  募集枠 

２５団体程度 

⑵  事業規模 

予定総額 ９９０万円※ 

（※ 事業の規模・内容等を勘案し、予算（総額）の範囲内で契約額を決定します。） 

 

５ 委託経費 

委託経費は、下表一覧のとおりです。 

応募の際に提出した事業収支予算書（別紙３）で計上しなかった経費項目は、事業実

施時に支出が生じたとしても、対象経費とはなりませんので注意してください。 

なお、審査の過程で予算内容の一部修正を求める場合があります。 

【委託経費一覧】 

 経費項目 例 

1 諸謝金 実技指導や会議を行う指導者等の謝金 

2 旅費 実技指導や会議を行う指導者等の旅費 

3 借料及び損料 会場使用料、付属設備使用料等 

4 消耗品費 地域スポーツクラブ活動を実施する際に必要な消耗品（ボール

やシャトルなど）備品等は不可(耐用年数が1年を超えるもの) 

資料作成に必要な消耗品（紙、インク代等） 

5 会議費 地域スポーツクラブ活動の運営団体・実施主体と中学校の間で

行う連絡会議等において提供するお茶等、地域スポーツクラブ

活動を実施する際に必要な会議費（宴会等の誤解を受けやすい

形態のもの、酒類や茶菓子等は対象外） 

6 印刷製本費 パンフレット作成、実績報告書の印刷等 

7 通信運搬費 広報パンフレットの郵送等、地域スポーツクラブ活動を実施す

る際に必要な通信運搬費（切手代、宅配便料金、物品の配送料

等） 

8 雑役務費 諸謝金等を払う際の支払手数料等 

9 保険料 指導者や地域スポーツクラブ活動に参加する生徒の保険料 

10 消費税相当額  

11 一般管理費 １０％を上限とする 

 

【事業実施による収入について】 

持続可能な事業とするため、参加料の徴収や企業からの協賛金など委託料以外に事

業実施による収入を見込み、その金額を別紙２「事業収支予算書」に記載してください。

なお、事業実施の結果、事業による収入が当初見込みを上回り、事業による収入と委託

金の合計が委託経費を超える場合は、上回った額の分、委託金を返還していただくこと
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となります。 

【対象外となる経費】 

⑴法人の運営上必要とされる経常的な経費（法人の事務所の賃借料、光熱費、電話代

等の管理費、従来から経常的に発生している人件費等） 

⑵食糧費（講師等への弁当代など）、懇親会等の費用、土地の購入又は賃借に要する

経費 

⑶領収書がないなど、法人の支払いが明確に確認できない経費（←委託経費に関する

出納を明らかにする帳簿を備え、支出を証する書類を整理しておく必要がありま

す。） 

⑶ 生徒に対して直接給付又は支給を行う内容に係る経費は対象外といたします。 

（生徒が個人で使用する衣類やタオル、練習試合等に係る生徒の旅費、困窮世帯の生 

徒への補助等は対象外） 

 

６ 委託事業の年間スケジュール 

応募書類の提出期限 令和７年５月１６日（金曜日）午後５時（必着） 

事前相談 ・提出期限までにスポーツ振興課まで連絡をしていただ

き、日程調整を行い、ヒアリングを実施します。 

審査・委託事業の決定 令和７年６月初旬頃 

・審査基準に基づき書類審査を行います。 

・選定結果を通知します。 

・条件付きの決定となる場合もあります。 

契約締結 令和７年６月中旬以降、随時締結 

※採択の連絡とあわせて、県から契約書案を送付します。 

委託金（概算払を希望

する場合）の支払い 

令和７年６月下旬 

新たな地域クラブ活動

実証事業実施 

契約締結後から 

地域ミーティング参加 令和７年１０月～令和８年１月 

成果の報告期限 令和８年２月２７日 

実績報告、精算 ・事業完了後１０日以内、又は令和８年２月２７日（金曜

日）のいずれか早い日までに事業計画に基づく完了報告

書、委託経費決算書等を提出してください。 
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第２章 応募手続き 

１ 提出書類・提出先など 

⑴  提出期限 

令和７年５月１６日（金曜日）午後５時必着 

⑵ 提出先 

E-mail：a6940-04@pref.saitama.lg.jp 

埼玉県県民生活部スポーツ振興課生涯スポーツ担当（TEL：048-830-6953） 

⑶ 提出方法 

電子メールでのデータ提出 

※ 電子ファイルは、原則として、Word、Excel、PowerPointで加工可能なファイ

ル形式で提出してください。提出書類でこれによりがたい場合には、ＰＤＦ形

式による提出も認めます。 

⑷ 提出書類 ※様式は、埼玉県ＨＰ 

（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0312/aratanachiiki-club.html）に掲載 

提出書類 チェック 

① 申請書（別紙様式１ Excel）  

② 事業の概要・計画等（別紙様式２ PowerPoint）  

③ 経費予定額（別紙様式３ Excel）  

④ チェックリスト（別紙様式４ Word）  

⑤ 申請団体の概要資料（活動内容がわかるもの）  

 

【提出にあたっての留意事項】 

①提出書類は全てパソコン等を用いて作成してください。また、文字の網掛け等、加工

した際に見えにくくなるおそれのある手法は用いないでください。 

②提出書類の作成に要する費用は、応募する法人で負担してください。 

③提出された書類は、返却しません。 

④必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあり

ます。 

⑤提出期限後の別紙様式等の提出、差替及び訂正は認めません。 

⑥以下の別紙様式等は無効となります。 

 ・本事業の趣旨に適合しないもの 

 ・書類の不備等、記載すべき事項が記載されていないもの 

 ・提出期限までに提出されなかったもの 

 

 

 

 



6 

 

第３章 審査 

１ 審査・決定について 

⑴ 委託事業は、審査基準に基づく審査を経て、知事が決定します。 

⑵ 審査は、書類審査（※事前ヒアリングを実施）により行います。 

⑶ 審査後、全ての提案者に採択・不採択の結果を通知します。 

⑷ 委託契約の締結を行うため必要がある場合は、申請内容の修正や条件を付ける場

合があります。条件付き採択の場合は、条件を満たした時点で採択となりますの

で、委託契約時期が遅くなります。 

 

２ 審査基準 

 評価項目 評 価 の 視 点 

１ 事業実施主体

に関する評価 

・事業の目的を達成するために必要な人員・組織体制が整って

いるか。 

・事業を円滑に実施するために各関係者との連携が期待でき

るか。 

２ 事業内容に 

関する評価 

・事業達成の内容等が委託者の意図と合致しているか。 

・事業の目標が具体的に設定され、実現性・妥当性がある

か。 

・取り組むべき課題が明確であり、事業内容が課題に対して

具体性・適正性・効率性に優れているか。 

・事業の実施方法が具体的かつ実現可能なものであるか。 

・事業が地域（埼玉県内）に及ぼす効果として大きなものが

期待できるか。 

・事業の手法等において他団体の取組のモデルとなり得る

か。 

・様々な活動に広がる可能性をもっているか。 
・今後の活動に活かせる課題が抽出・検証できるか。 

・妥当な経費が示されているか。 

・国庫による委託金に限らず、一部受益者負担や自治体負担

を行っているか。 
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第４章 採択された場合について 

１ 契約の締結について 

審査等の結果、採択された事業を行う契約予定者と別紙様式等を基に契約条件を調

整します。契約条件等が合致しない場合は、契約の締結を行わないことがあります。 

２ 契約金の交付 

委託契約金額については、具体的計画等の内容を勘案し、予算の範囲内で決定する

ため、事業者の提示する金額と必ずしも一致するものではありません。 

契約金は、原則は精算払（後払い）のため、事業実施完了後に実績報告書を提出い

ただき、交付額確定後に支払いを行います。 

ただし、契約金の交付を受けなければ事業に必要な支払いが困難な場合について

は、概算払（前払い）を認めることとしています。概算払を希望する場合は、契約

後、速やかに別途「委託料概算払請求書」を提出していただきます。 

３ 情報公開・情報提供 

委託契約を締結した事業については、法人の名称と事業の概要を埼玉県ＨＰ

（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0312/aratanachiiki-club.html）で公表しま

す。 

４ 委託事業の実施にあたっての留意点 

⑴  委託金による支出が適正に行なわれているかどうかを判断するため、事業に係

る会計帳簿や領収書等の証拠書類を定期的に確認します。 

⑵ 最終的な委託金の額は、実績報告書を確認した上で確定します。事業の結果を実

績報告書で確認するまでは、委託金の額は暫定的なものです。委託金の額を確定し

た結果、一部返還していただく場合もあります。また、事業実施に当たり事業費が

増加した場合においても、追加の支給はありません。 

⑶ 委託事業の継続が不可能となった場合や法令に違反する行為があった場合は、委

託契約を取り消すことがあります。 

５ 御協力のお願い 

⑴ 委託事業についての調査や広報に御協力をお願いします。 

（例）広報紙での事業報告、各種研修会での発表など 

⑵ 事業実施にあたっては、環境やユニバーサルデザイン（文字や色等がすべての人

にやさしいデザイン）に配慮するようお願いします。なお、チラシやパンフレット

等の広報物には、当事業が埼玉県受託事業であることを明示してください。 

⑶ 法人のホームページを活用するなどして、実施事業やその成果を発信してくださ

い。 

 

 


